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１．出題範囲

２．勉強方法（例）

「消費生活専門相談員資格」について

　当センターでは、消費生活相談員の採用を希望する国・
地方公共団体等から照会を受け、消費生活専門相談員資
格認定者の情報を提供しています（希望者のみ）。

国民生活センターでは、行政で働く消費生活相談員のた
めの公的資格「消費生活専門相談員資格認定制度」を創設
し、1991年度から試験を実施しています（累計資格認定者
数7,000名超）。
この「消費生活専門相談員資格」は、５年ごとの資格更新
が必要です（更新任意）。更新には、原則として更新講座の
受講が必要であり、講座を通して、消費生活相談員として
必要な最新の知識を身につけることができます。

消費生活センター等に所属し、商品やサービスなど消費
生活全般に関する消費者からの苦情や問い合わせ等の相
談を受け付け、中立・公正な立場で相談の解決に努めてい
ます。

消費生活相談員資格試験について
（消費生活専門相談員資格認定試験）
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第１次試験

①商品等及び役務の特性、使用等の形態その他の商
品等及び役務の消費安全性
②消費者行政に関する法令
③消費生活相談の実務
④消費生活一般
⑤消費者のための経済知識

①国民生活センターウェブサイトに掲載中の過去の試
験問題
②国民生活センターや消費者庁の公表資料
③地方公共団体等が主催する消費生活関連の講座や
養成講座・資格取得支援講座

3．受験対策テキスト、過去問題解説

①公益社団法人全国消費生活相談員協会（受験対策
テキスト）

　URL  https://zenso.or.jp/
②特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット（過去問
題解説）

　URL  https://www.hyogo-c-net.com/

※書籍の入手方法等は、各出版元のウェブサイトでご確認ください。
※国民生活センターが承認・監修等を行ったものではありません。

　消費生活相談員等の採用情報（掲載依頼のあったもの）
を当センターのウェブサイトに掲載しています。
https://www.kokusen.go.jp/shikaku/s_saiyou.html

国・地方公共団体への情報提供

採用情報

受  験  対  策

　消費生活相談員資格試験は、消費者安全法に基づき実
施される資格試験です（国家資格）。当試験は、消費生活相
談を行うために必要な知識及び技術を有するかどうかを判
定することを目的に、内閣総理大臣の登録を受けた登録試
験機関が実施することになっており、国民生活センターは
この登録試験機関として試験を実施します。合格者には、
登録試験機関の長である当センター理事長名で合格証を
交付します。（図Ⓐ）
　また、この試験は、当センターが1991年度から実施して
きた消費生活専門相談員資格認定試験を兼ねています。
合格した場合、「消費生活専門相談員」（図Ⓑ）の資格も付与
されます。（詳細は右ページ参照）

（2023年度受験要項より一部抜粋）


